
消費者被害の拡大を防止するためには、
・若者がよく利用する取引には特別の取消権を創設する ・若者が簡単に借入できないようにする
・若者がよく利用するインターネット取引被害を防止する方法を考える ・消費者教育を充実させる

･･等々対策を立てる必要がありますが･･･。
→現状では、十分な対策が立てられているとは言えません！

ちょっと待って！民法改正！
知っていますか？成年年齢が20歳から18歳に？！

誰が18歳にしたいの？
現在、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げようという動きが具体化しています。
しかし、内閣府が「18歳、19歳の者が、親などの同意がなくても一人で高額な商品を購入するなどの契
約をできるようにすること」に賛成か反対かを聞いたところ、「賛成」とする者の割合が18.6％（「賛
成である」7.4％、「どちらかといえば賛成である」11.2％）、「反対」とする者の割合が79.4％
（「どちらかといえば反対である」32.2％、「反対である」47.2％）でした。（内閣府「民法の成年年
齢に関する世論調査」2013年10月調査） →７９．４％が反対しています！

18歳になったら何が困るの？
→消費者被害が拡大すると言われています！
マルチ取引の相談は12.3倍！
マルチ取引に関する相談件数を比較すると、
「20歳～22歳」は「18歳～19歳」の約12.3倍
です（国民生活センター調べ。2015年）。20
歳になった途端、若者がマルチ取引の勧誘を受
けていることが分かります。

ローン・サラ金の相談は11.3倍！
ローン・サラ金に関する相談件数を比較すると、
「20歳～22歳」は「18歳～19歳」の約11.3倍で
す（国民生活センター調べ）。20歳になると、貸
金業者からお金を借りることができますので、借
りすぎなどのトラブルも増加します。

① 投資用ＤＶＤ
20歳の誕生日に友人から呼び出されて、「お金が
儲かるＤＶＤがある」と勧誘されて、50万円を貸
金業者から借りて、購入した。
→実際にはいくらＤＶＤを観ても儲かる話はなく、
借金だけが残った！

② 高額な美容整形
インターネットで「特別優待！」「脱毛無料！」
という広告を見て、美容整形外科に行ったら、カ
ウンセラーに100万円の手術を勧められて、断れず
に、クレジットを組んで契約してしまった。

未成年者取消権が使えなくなる！？

対策は大丈夫なの？

実際にあったこんな被害!?

現在、未成年者は、高価な買い物をするときには原則として親の同意が必要ですし、同意が
なければ契約を取り消すことが出来ました。これを未成年者取消権といい、消費者被害防止
の最大の「防波堤」となっているのです。
しかし、成年年齢が18歳に引き下げられると、18歳、19歳の若者は、取り消すことが出来
なくなります。
つまり、高校３年生の進路に悩む多感な時期や、進学や就職で環境が変わったばかりの不安
な時期に、自分や友人が深刻な消費者被害に遭う可能性が出てくるのです。
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【参考資料１】若者（１０代・２０代）の消費者被害に関する事例
　　　　　　　　　回答者：日弁連消費者委員会委員

回答No. 1 2 3 4 5 6 7 8

A 被害発生時期 H２８年５月頃 Ｈ２８年１月頃 H１９年３月頃 Ｈ２２年８月頃 Ｈ２７年頃 Ｈ２６年４月頃 Ｈ２６年４月頃 Ｈ１７年５月頃

Ｂ　被害者の年齢層
（ア　１８歳未満，イ　１
８歳～２０歳未満，ウ
２０歳～２５歳，エ　２６
歳以上）

ウ ウ ウ ウ ウ ウ ウ ウ（２０歳）

Ｃ　被害金額
（約　　円）

４０万円 １０８万円 １５０万円 １５０万円 １５０万円 ２００万円 ２５０万円 ８７万円

Ｄ　被害金額の出所
（ア　借入れ（ローン・
キャッシング），イ　クレ
ジット，ウ　若者の自分
の預貯金，エ　親のお
金，オ　その他）

ア ア ウ ア ア ア イ

Ｅ　被害内容

情報商材の購入を勧め
られた。
一度解約を申し入れた
ら，違約金を支払うよう
に言われた。お金がな
いというと，消費者金融
から借りるように言わ
れ，借りて支払ってし
まった。

被害者は，ＳＮＳで知り
合った女性と会うことに
なり，実際に会うと，株
取引の情報商材の話に
なった。事務所に連れ
て行かれた。上司と名
乗る者から，接待され，
消費者金融と銀行に連
れて行かれ，カードを
作ってキャッシングをし
て，１０８万円を支払っ
た。

消費者金融のノルマ達
成のためのアルバイト
と称して，２０代前半の
若者に消費者金融３社
程度から借り入れをさ
せた。被害は若者の間
でどんどん広がり，１０
０人を超える被害者が
出た。首謀者が破綻し
て返済をストップしたこ
とから被害が発覚し，一
斉に消費者金融から請
求がなされた。
右は，宮城県の事件で
あるが，同県では平成
１２年ころにも同種の被
害があり，２０代前半の
若者約１２００人が被害
にあっている。

包茎手術を受けた。術
前には金額を説明され
ず，術後に約１５０万円
と言われ，約１５万円現
金払いで，残金は借用
書を書かされ，父親の
連帯保証もつけさせら
れた。

ＳＮＳを通じて知り合
い，起業家育成塾に
参加することをよびか
け，受講料を借入れさ
せるなどして支払わせ
る。
塾は開催されるが，友
人のリストを書かせて
勧誘させるなど，内容
が乏しいもの

街で歩いているとき声
をかけられ，スカウト。
モデルに，といわれ撮
影会。「モデルになる
なら無料で脱毛受けら
れる」と誘われた。「高
額な化粧品購入すると
プレミアアムで無料の
脱毛エステ受けられ
る。キャッシングして一
時に払い，月々の返
済はうちが負担するか
ら，なたは負担なし」
キャッシングすすめら
れる。しかし，返済され
ず，本人が返済。

・大学の同級生より
ジェットスキーの企業
への投資をすすめら
れた。
・月１～２％の配当
・会社（大阪）を訪問。
消費者金融，銀行ロー
ン３社より２５０万借り
入れそのまま渡す。
・Ｈ２７秋で配当がとま
る。
・事業実態はないと思
われる。

大宮駅前で「絵を見て
アンケートを書くだけで
よい」と呼び止められ，
２０分ほど断り続けたが
しつこく，根負けしてビ
ルに連れて行かれた。
絵を見てアンケートを記
入したが，翌日の約束
をさせられた。
翌日，また絵を見て説
明を受けた。好きな絵を
聞かれた。帰ると言った
ら「約束を破りましたね」
怖い口調になり，翌日
の約束をさせられた。
翌日，昨日の絵につい
てまた説明を受け，そ
の後，断ったのに再勧
誘，長時間勧誘，分割
金の額から決めらせら
れる，等して購入。

Ｆ　解決・被害回復の状
況

業者が連絡を絶ち，行
方不明。

内容証明で返金要請⇒
返金で終了

消費者金融各社と交
渉，訴訟をし，２割～８
割程度の分割払いで解
決。一部には自己破産
した者もいる。

相手方病院より提訴，
既払金について反訴
し，結局，ゼロ和解。

親が負債を肩代わりし
た。業者らについて提
訴する予定。

だました者は，被害者
を２千人くらい発生さ
せている。回収困難と
考え，請求していな
い。

一定程度配当があっ
た（１８０万ほど）ので
様子見（損害は約７０
万円）

販売会社とクレジット会
社に通知，交渉。キャン
セル処理にて解決。（支
払い開始前の受任でし
た。）

回答者の所属弁護士
会

静岡県 静岡県 仙台 第二東京 福岡県 東京 兵庫県 東京

2



【参考資料１】若者（１０代・２０代）の消費者被害に関する事例
　　　　　　　　　回答者：日弁連消費者委員会委員

回答No.

A 被害発生時期

Ｂ　被害者の年齢層
（ア　１８歳未満，イ　１
８歳～２０歳未満，ウ
２０歳～２５歳，エ　２６
歳以上）

Ｃ　被害金額
（約　　円）

Ｄ　被害金額の出所
（ア　借入れ（ローン・
キャッシング），イ　クレ
ジット，ウ　若者の自分
の預貯金，エ　親のお
金，オ　その他）

Ｅ　被害内容

Ｆ　解決・被害回復の状
況

回答者の所属弁護士
会

9 10 11 12 13 14 15 16

Ｈ２３年頃～ Ｈ２４年９月頃 Ｈ２７年９月頃 Ｈ２６年８月頃
平成２２年９月～平成２
４年１月（３契約）

平成２６年１２月頃～
平成２７年５月頃

平成26年だったと思
いますがはっきり覚
えていません。

平成24年か25年頃
はっきりしません。

ウ ウ ウ ウ ウ ウ

ウ
（21歳くらいだったと
思いますが、はっきり
覚えていません。）

ウ
（23歳の有名私立大
学大学院生）

１００万円 ５０万円 ７０万円 ２００万円×４名 １５０万円 ２７０万円
数十万円だったと思
います。

１００万円くらいの請
求を受けていた（と思
う）。

ア イ ア ア イ（３契約とも） エ

被害金額は、請求を
受けているだけで、
無視してもらったので
出どころというのはあ
りません。

が、まだ支払っては
いなかった。

本件は，就職活動中や
将来に不安をもつ大学
生らを相手とし，その友
人や先輩を利用して「社
会で成功者になるため
には人間力と経済力を
身につける必要がある」
などと告げて，ホテルの
ロビーに誘い出し，ＦＸ
ソフトの購入契約と占い
スクールの受講契約の
勧誘をして，合計約１０
０万円の代金を支払わ
せた事案です。勧誘さ
れた原告らはいずれも
大学生であり，１００万
円もの大金など持って
いないと被告会社の勧
誘員に告げると，勧誘
員は，原告らに消費者
金融数社から借り入れ
をさせて，代金を支払
わせていました。

短大の女子が２０歳
になるまではエステ
でサービスで施術さ
れていたが，２０歳の
誕生日になると契約
させられた。同級生
のさそいのアルバイ
ト先の被害。

架空の教材販売契
約を装ったマルチ商
法。学生の間で流
行。ＳＯＡなる情報商
材を購入し，他人に
売却すると１２万円の
バックが受けられる。
大学の先輩から誘わ
れ断れず契約。

パチスロの優秀台の
情報を教えるので，
打ち子をやらないか
と勧誘。保証金名目
で，サラ金（銀行系を
含む）から１人２００
万円を借りさせ，これ
を上納させた。
２０歳以上の友人を
紹介させ，さらに被害
を拡大させた。未成
年者の被害はない。

同年代と思われる女性
から自宅に架電を受け
て盛り上がり、おしゃべ
りするつもりで出向いた
ところ、販売会社の「店」
に案内された。ジュエ
リーショップに見えない
外観で、中に入っても内
壁が高くショーケースな
ど見えづらい。おしゃべ
りをしていたが、「結婚
するときはダイヤが必
要」という話になり、断っ
たのに再勧誘、長時間・
複数勧誘を受け、分割
金額から決めさせられ、
ダイヤブレスレット製作
購入（注文）。
女性は販売員で、その
後も誘われた。親しく
なったつもりで通ううち、
（同様の）問題ある勧誘
により、パールネックレ
ス＆イヤリング、オリジ
ナルバングルを購入。

大学生が、インターン
シップとして訪問した
投資顧問会社におい
て、同社代表者等か
ら勧められ、儲かる
旨を信じて、親を説
得して資金提供を受
け、投資顧問契約を
締結し、指示されるま
ま株式の信用取引を
行い、損失を被った。

（アダルトサイト不当
請求）
スマホでエロサイトに
アクセスして画像か
動画を閲覧したら、会
員登録されて高額の
請求を受けた。相談
者は女性だった。

（携帯電話名義貸し）
携帯電話の契約をし
て、携帯電話を渡す
（手渡しだったか宅急
便だったか覚えてい
ない）。お礼に10万
だったか、小遣いをも
らう。携帯代金や使
用料は別の人が払
う。という約束で、い
い小遣い稼ぎだから
君もやってみたら、と
知人に勧められた。
数か月後に百万円を
超える請求が来た。
相手とはＳＮＳで知り
合ったので、本名も
知らない。素性も居
場所もわからない。

いわゆる後出しマルチ
と言われる事件であり，
全面勝訴判決を得た
が，被害回復には至ら
なかった。被害者の学
生の中には留年した者
もいて，社会経験のな
い就職不安の若者が
ターゲットとされた事件
であった。

契約解除で終了 訴訟係属中。首謀者
は刑事事件で起訴さ
れている。回収の見
込みが立たず。

サラ金と係争中。 販売会社が消費者セン
ターのあっせんを拒否
し、クレジット会社と「清
算」処理を行った上、自
社の「持ち出し」分につ
いて提訴し、応訴中。

断定的判断の提供、
適合性原則違反、説
明義務違反等はない
と争われ、訴訟中。

解約手続きに誘導す
るボタンは危険なの
で、何もせずに無視
するようにアドバイス
した。

弁護士会の相談だっ
たのでその後どう
なったか不明。

大阪 第二東京 京都 滋賀 東京 東京 大阪 大阪
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【参考資料１】若者（１０代・２０代）の消費者被害に関する事例
　　　　　　　　　回答者：日弁連消費者委員会委員

回答No.

A 被害発生時期

Ｂ　被害者の年齢層
（ア　１８歳未満，イ　１
８歳～２０歳未満，ウ
２０歳～２５歳，エ　２６
歳以上）

Ｃ　被害金額
（約　　円）

Ｄ　被害金額の出所
（ア　借入れ（ローン・
キャッシング），イ　クレ
ジット，ウ　若者の自分
の預貯金，エ　親のお
金，オ　その他）

Ｅ　被害内容

Ｆ　解決・被害回復の状
況

回答者の所属弁護士
会

17 18

10年以上前 平成20年

エ
（26歳だったと思う）

ウ
（23歳くらいだったよ
うに思うがはっきりし
ない。）

４８万円 ２５５万円

ウ
クレジット、一部既払
い金は預金

（先物取引被害）
先物会社に必ずもう
かると言われて取引
を開始した。

（包茎手術）
自分から雑誌の広告
を見て上野クリニック
に行ったところ、相談
だけのつも
りなのに下半身裸に
させられ手術台に乗
せられ、そのままの
恰好で、今なら特別
料金で安い、と契約
を迫られて契約書に
サインさせられた。

示談で半分くらい取り
返した。

交渉で既払い金はほ
ぼ全額取り戻した。
債務は存在しないこ
とが認められた。

大阪 大阪
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【参考資料２】若者（１０代・２０代）の消費者被害に関する事例
　　　　　　　　　回答者：全国の会員

回答No. 1 2 3 4 5 6 7

A 被害発生時期 平成２７年７月頃 Ｈ２５年１月頃 Ｈ２８年１１月頃 Ｈ２６年頃 Ｈ２７年４～６月頃

Ｂ　被害者の年齢層
（ア　１８歳未満，イ　１
８歳～２０歳未満，ウ
２０歳～２５歳，エ　２６
歳以上）

ウ ウ イ ウ ウ ウ ウ

Ｃ　被害金額
（約　　円）

１００万円 ２００万円 ２００万円 １７０万円（２名） ８０万円 ７０万円

Ｄ　被害金額の出所
（ア　借入れ（ローン・
キャッシング），イ　クレ
ジット，ウ　若者の自分
の預貯金，エ　親のお
金，オ　その他）

ア ウ ア，イ，ウ，エ ア（キャッシング） ア オ（情報商材トラブル）

Ｅ　被害内容

（１）平成２７年７月ころ，業者の委託を受けた勧誘者
（被害者と同じ大学に通う大学生）から，「一人勧誘す
れば４０万円がもらえる。」「３ヶ月に１回，売上に応じて
権利収入（ボーナス）がもらえる。」「３人勧誘すれば元
が取れる。」等と勧誘されて，「キングコイン」なる仮想
通貨販売の業務委託契約を締結。
（２）契約締結に際して，「キングコイン」金１００万円分
を購入しなければならなかったが，被害者はその資金
がない旨を勧誘者に伝えたところ、「みんなサラ金から
お金を借りている。」等と言われたため、被害者もサラ
金から借入して代金１００万円を振込にて支払った。

佐川急便の下請けをし
て，荷物を運ぶ自営業
をすればかせげるとの
勧誘でトラックを購入さ
せられて仕事を始めた
が，全く稼げず，車の
ローンと解約時の違約
金を請求されている。

成人式の着物の契約に
ついて親権者の同意無
し

知人から「お金が倍に
なる投資がある」と言わ
れ，「最初はサラ金から
お金を借りてでも，大き
な額を投資した方が増
えるのも早い」言われ，
言われるがままに借金
をした。また，「カードを
預けてくれれば，こちら
で返済する」という話
だったので，サラ金の
カードもその暗証番号と
ともに預けてしまった。
知人はその後連絡がと
れなくなっている。借金
は２００万円近くになり，
返済できない状況に
なった。

友人に紹介された男
に「消費者金融業者の
カードを作り，お金を
借りて，借りた金を渡
してくれれば，１割をお
礼として渡す。借入は
責任を持って返済す
る」と言われ，約１７０
万円をキャッシングで
借り入れた。半年ぐら
いは弁済が続いてい
たが，その後，弁済が
途絶えた。
（石川県内の大学で，
現在，同様の被害が
多発しているようであ
る）

客に返すからキャッシ
ングしてほしいと言わ
れ，消費者金融に対し
て借入を行った。その
後相手方と連絡がとれ
ることもあるが，とれな
いこともある。返済は
されていない。

同様の被害が多数あ
る。

①Ｈ２７年４月ころ，絶
対にもうかるというメル
マガの広告を見て，販
売用の情報商材，相
談コーナーなどのサー
ビスを約３０万円で購
入したが，全く儲から
なかった。

②Ｈ２７年５～６月頃，
ＴＥＬで，合宿への参
加を勧誘され，４０万
円を支払った。交付書
面は一切なし。

Ｆ　解決・被害回復の状
況

（１）受任後、振込先口座を凍結。口座残高約４０００万
円。
（２）凍結と同時に、当職から業者に対し，内容証明郵
便にて，クーリングオフに基づく契約解除の意思表示
をなすとともに，既払金１００万円の返還を求めたとこ
ろ，業者には代理人が就き，同代理人から「本件契約
の解除を了承し既払金１００万円を返還する」旨の連
絡がなされた。
（２）そこで，合意書の取り交わしをすべく交渉を重ねて
いたが，業者代理人から守秘条項違反に対する違約
金条項を追加したいとの要請がなされ，当職がそれを
拒否したところ，当職からの再三の連絡にもかかわら
ず，業者代理人は何らの対応も行わず連絡を無視し
続けた。その結果，やむなく訴訟提起。
（３）送達に時間がかかったが、業者は答弁書も出さず
欠席判決。
（４）その後、凍結口座に本執行して全額回収。
（５）なお、被害者の通う大学内にて相当数の被害事例
がある模様。当職の知る範囲でも５件あり。

自己破産予定 未成年者取消（消費生
活センターあっせん）

警察に相談したが，「自
分で借りたお金を渡し
たというがその証拠もな
いし，話は聞いておく
が」とのことで，被害届
は受理されなかった。
破産申立を行った。

現在，任意整理中。 ・任意整理。
・相手が連絡してきた
とき，録音等で証拠取
得後，訴訟提起予定。

①について，断定的判
断の提供を理由とする
消契法上の取消し，
②について，クーリン
グオフを主張すること
になった。
消費生活センターの担
当者が対応することに
なった。（結果は不
明。）

回答者の所属弁護士
会

愛知県 佐賀県 佐賀県 金沢 金沢 三重 三重
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【参考資料２】若者（１０代・２０代）の消費者被害に関する事例
　　　　　　　　　回答者：全国の会員

回答No.

A 被害発生時期

Ｂ　被害者の年齢層
（ア　１８歳未満，イ　１
８歳～２０歳未満，ウ
２０歳～２５歳，エ　２６
歳以上）

Ｃ　被害金額
（約　　円）

Ｄ　被害金額の出所
（ア　借入れ（ローン・
キャッシング），イ　クレ
ジット，ウ　若者の自分
の預貯金，エ　親のお
金，オ　その他）

Ｅ　被害内容

Ｆ　解決・被害回復の状
況

回答者の所属弁護士
会

8 9 10 11 12 13

Ｈ２７年１２月頃 Ｈ２７年１２月頃 Ｈ２８年７月頃 Ｈ２８年１０月頃 Ｈ２３年頃 Ｈ２６年頃

ウ ウ エ（２６才） ウ ウ ウ

１０８万円 ５０万円 ３００万円 １４５万円 ３００万円

ウ ウ ア ア イ ア，イ

ＳＮＳで知り合った人（２
０代）から，「金が儲かる
仕組みが学べるソフトと
コンサルティング契約が
ある」と勧誘され，合計
１０８万円で購入した。
入手したＵＳＢメモリー
には何ら有益な情報は
無く，コンサルティング
もなかった。
相手方も２０代の若者と
思われる。

ＳＮＳで知り合った人（２
０代）から，「金儲けに
役立つコンサルティング
契約がある」と言われ
て，約５０万円でコンサ
ル契約を締結。しかし，
専用サイトには，何ら有
益な情報は無かった。
相手方も若者（おそらく
２０代）と思われる。

ＳＮＳで知り合った人が
マッサージ（エステ）を
無料でやってあげると
誘ってきたのでやっても
らった。良かったのでこ
れなら有料契約をして
もいいかと思ったが，そ
の場合は１コース３００
万からと言われたので
断った。すると，モニ
ター契約にしてあげる，
これは最初キャッシング
で３００万借りて払ってく
れれば返済は店でする
ので１円も払わなくてい
いと言われ，消費者金
融で金を借りて払い，
返済のためのカードも
渡した。

メンタルで休職中の女
性が，ＳＮＳを通じて知
り合った男性に，自己啓
発セミナー（コミュニケー
ション能力，起業力，タ
ロット等？）らしきものを
勧められ，サラ金から借
入をして申込をさせられ
た。

美容整形を受けて効果
がなかったが，クレジッ
トを解約してくれない。

友人の知人という者か
ら，携帯電話を１０台ク
レジットで買ってほし
い，ローンはその者が
払う，手間賃を２～３万
円あげると言われ，従っ
た。しかし，ローンを支
払ってくれず，結局自分
が支払うことに。
また，キャッシングして，
そのお金を貸してほし
い，ローンは払っていく
し，手間賃もあげると言
われ従ったが，やはり
ローンを返してくれな
い。

弁護士が内容証明を出
し，クーリングオフの手
続をし，交渉の結果，１
０８万円全額が返金さ
れた。

弁護士が電話をして，
解約・返金を求め，交渉
の結果，３７万５０００円
が返金された。

クーリングオフするも，
音信不通となり被害回
復できず。破産して終
了となった。

受任早々につき不明 内容証明を出し，相手
からは承服しかねる旨，
連絡があった。クレジッ
トの引落しを止めさせ，
相手からは何も法的手
段はとられず，そのま
ま。

そそのかした者に対す
る返還請求　破産

第二東京 第二東京 第二東京 愛知県 三重 金沢
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